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第8章  環境の保全及び創造の見地からの意見と事業者見解 

 方法書についての意見と事業者見解 

 住民からの意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

大阪市環境影響評価条例第 9 条第 1 項の規定に基づく、2025 年日本国際博覧会環境影響評

価方法書に対する住民からの意見の概要とこれに対する事業者の見解は、表 8.1.1(1)～(27)

に示すとおりである。 

 

表 8.1.1(1) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

開催場所

の選定の

経緯等 

○ 夢洲を事業地に決定した経緯と理由を説明すること。   

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。  

・7 か所の候補地を比較検討したデータの明示（地域社会

への影響、交通アクセスの確保、大気汚染、候補地の順

位付け） 

・夢洲は上水道、下水道が未整備であることを踏まえる

こと。 

・どのようにして SDGs 達成の貢献につなげるのか。パー

トナーシップ、市民参加プロセス、議会の関与等、決定

までのプロセスの明示。 

・夢洲は、「大阪府レッドリスト 2014」で生物多様性ホッ

トスポットの A ランクに指定されていること。 

・鳥たちの環境を奪ってしまうこと。 

・産業廃棄物処分地特有のリスク。 

・泥地の夢洲にこだわる理由。 

・埋立地でなく既存の陸上の複数の公園での検討、また

は、中止のケースも含めた評価検討。 

・開催場所を含む万博の基本構想については、準

備書第 1 章に記載しているとおり、「２０２５年

万博基本構想検討会議」や「２０２５年国際博

覧会検討会」での検討を踏まえ、パブリックコ

メントを実施したうえで報告書が取りまとめら

れ、閣議了解を経て決定しています。 

 

なお、「２０２５年万博基本構想検討会議」の議

事等は下記ホームページに掲載されています。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/ 

kokusaihakurankai/banpakukihonkaigi.html 

また、「２０２５年国際博覧会検討会」の議事等

は下記ホームページに掲載されています。 

https://www.meti.go.jp/committee/ 

kenkyukai/mono_info_service.html 

 

２０２５年日本国際博覧会は『いのち輝く未来

社会のデザイン』をテーマとし、万博会場を新た

な技術やシステムを実証する「未来社会の実験場」

と位置づけており、弊協会としてはこれらの理念

を達成できるよう邁進していきます。 

○ 万博会場予定地を見直しすべき。 

 ※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとお

り。 

・夢洲の土壌、地質に対しての懸念、不安に言及がない。  

・万博会場予定の埋立地は焼却灰などの処理地として今

後も利用するべきもの。 

・湾岸部の大気汚染を悪化させる。 

・未利用の既存の陸上の複数の公園での検討。 

・現在の万博予定エリアには貴重な生きものたちの一時

避難場所としてそのままの湿地を確保し、すでに埋め

立てが済んでいるIRカジノ計画地での万博開催を求め

る。 

・生物多様性ホットスポット A ランクに指定されている、

夢洲、近くの野鳥園は、国際博覧会、IR カジノ誘致開

発により、多大な影響をうけます。貴重なスポットとし

て今後も育成してください。  

・チュウヒも越冬期に夢洲にも餌取りに入っています。

この他に記録されている猛禽類ではミサゴ、トビ、オオ

タカ、ハイタカ、ノスリ、ハイイロチュウヒ、ハヤブサ、

コチョウゲンボウ、など。 

・「 2019 年度春期シギ・チドリ類、各サイトにおける最

大渡来数(個体数)と種数」によると、大阪北港南地区

(夢洲の名称です)シギ・チドリ出現数が 35 種で全国第

1 位であるが、咲洲エリアにリザーブ用地が残ってい

る。 

・持続可能であり、いのちの輝く未来社会が実現される

ためには、会場地の見直しをつよく求めます。多大な巨

費をかけるのではなく、いま一番、求められている大阪

湾、夢洲の自然環境の保全を第一とすべき。 
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表 8.1.1(2) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

開催場所

の選定の

経緯等 

○ 万博事業は中止すべき。   

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・地球環境悪化及び自国の社会環境悪化に貢献するよう

な「国際博覧会」は即刻中止すべき。 

（見解は前頁） 

開催期間 ・万博を夢洲でやるなら、台風と灼熱の夏を避けてくだ

さい。 

・開催期間については、開催期間には国内外の祝

日が含まれ、多くの来場者を見込めることや、

参加者、来場者が、日本の美しい自然と多彩な

文化イベントを楽しむことができる等といった

理由で決定されています。 

会場計画 ・夢洲の地形・地質・地盤、さらに埋め立て状況などを勘

案して策定されたのか。とりわけ夢洲のゾーニング、舞

洲駐車場及び出入経路について、策定の経緯を具体的

に示すべき。 

・会場ゾーニングについては、大阪市の廃棄物処

分場の区域をグリーンワールドに、浚渫土砂処

分場の水面の区域をウォーターワールドに、そ

れ以外をパビリオンワールドに設定していま

す。 

・（仮称）舞洲駐車場予定地については、現況が裸

地、草地または舗装地の箇所を候補に設置する

計画です。また、（仮称）舞洲駐車場予定地を利

用する来場者の走行経路については、交通集中

を回避するため ICT 等の技術活用により利用者

にインセンティブを付与する等の方法を検討

し、湾岸舞洲出入口・淀川左岸舞洲出入口まで

高速道路を走行し此花大橋を経由する経路を基

本としています。 

・ウォーターワールドの対象地は軟弱地盤の上にできた

いわば塩混じりの水たまりであって、到底来場者が触

れて好ましい水とは考えられない。どういう仕組みで

安全に触れることができる水を提供するのか。 

・ウォーターワールドの水面については、今後、

利用方針を定めていきますが、利用目的に応じ

た水質レベルを検討し、安全に配慮していきま

す。 

・ウォーターワールドを整備予定の夢洲内の水面

において、動物の調査、予測、評価を実施しま

した。必要に応じて環境保全対策を検討し、準

備書第 5 章に記載しました。 

・「来場者が水に触れることができる広場の設置」は、廃

棄物処分場の上で実施される計画であることを踏まえ

て慎重な表現に修正すること。なお、安全な水を確保す

るために、元の生態系を壊して人造池にすることはあ

ってはならない。 

・壱岐市立一支国博物館は、博物館全体がヒートされる

事を抑えている。熱を蓄積しない。各パビリオンもコン

ペの時の一つの課題として設計され実施されるのが望

ましい。植樹もそれと一体となった植樹であって欲し

い。 

・パビリオン（建築物）の設計等にあたっては、

環境配慮事項を示すガイドラインを作成し、協

会が建設するものについては積極的に環境配慮

を行うとともに、参加者が建設するものについ

ても環境配慮を促します。 

・建築物などに、化学物質過敏症への対策をいれてくだ

さい。 

・会期終了後に敷地から撤去される予定であるとするな

らば、そのような一時的な建築と持続可能性との間の

一致をどのようにしているのか。 

・建築物の部材については、認証や認定を受けた

リサイクル部材や、リユース・リサイクル可能

な部材を活用する等、徹底した３R（Reduce, 

Reuse,Recycle）に努めます。 

・太陽、風、地熱などで発電する自然エネルギーを電力の

万国博覧会にしたい。自然エネルギーの力を未来に示

す万国博覧会にするべき。 

・可能な範囲で自然エネルギー（再生可能エネル

ギー）で発電した電力の利活用を検討します。

また、本万博で発信していくべき未来社会にお

ける環境エネルギーの姿や実証・実装を進めて

いくべき技術について「未来社会における環境

エネルギー検討委員会」を設置し、脱炭素社会

の実現に資する様々な技術についても検討を行

っており、2021 年 6 月に本検討委員会の中間取

りまとめとして「EXPO 2025 グリーンビジョン」

を公表しています。 
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表 8.1.1(3) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

雨水排水

計画 

・「雨水排水は雨水配管等により集水し、海域放流を行う

予定である。」としているが、雨水についてはまず屋根

などを用いて集水し各種用途に利用した後に、汚水は

下水道に、清水は海域放流とするべき。何の利用もせず

にただ放流するのは無駄である。 

・雨水の有効利用は、会場内の散水や潅水に利用

する等、今後検討していきます。 

緑化計画 ・会場内の緑化の目標をあらかじめ設定しておき、それ

に向かって緑化を計画すべき。 

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・その際、最低限、工場立地法に基づく緑地面積の割合を

下回らないこと。 

・自然再生されている塩性湿地などの特性を生かした緑

化を目指すこと。 

・緑地の整備方針は、会場計画の検討を進める中

で暑さ対策等も踏まえて、今後検討していきま

す。 

工事工程 ・工事日程は、この環境アセスの日程との整合性は取れ

ているのか。 

・環境影響評価手続き完了後に工事着工する工程

としており、整合性は取れています。工事工程

については、準備書第 1 章に記載しました。 ・事業計画を年次、月ごとに具体的に明示してください。

（工事中、供用時、撤去時において、同時期に行われる

他の工事との相互影響を検討するため。） 

工事関連

車両ルー

ト 

・「可能な限り阪神高速道路を利用」としていることに関

して、地図上に、①大型車混入率が５割を超える地点

（表 2.1.7(2)）、②ＰＭ2.5 が環境基準を超えている地

点（表 2.2.1）、③騒音が環境基準を超えている地点（表

2.2.7）をプロットし、ルートとの位置関係を明確にす

ること。 

・事業計画地周辺の自動車類交通量については、

準備書第 2 章に記載しました。予測、評価にあ

たってはこれらの現況及び事業計画を踏まえて

実施しました。 

SDGs に

ついて 

○ 「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに持続可

能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献するのであれば、

SDGs のどの項目についてどのような貢献をするのか

の具体的な案を出すべき。開催中は当然として、万博

前および万博後・跡地利用に関しても、どのようにし

て SDGs 達成に貢献するのか、明示してください。 

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・夢洲を会場とすることで「2030 年までに天然資源の持

続可能な管理及び効率的な利用を達成（ターゲット

12.2）」と矛盾しないか、説明すべき。 

・SDGs による評価指標を以下のように設定し、万博開催

前、期間中、閉会後、3 年後、5 年後（2030 年）におい

て、各指標の到達状況を確認できるようにすることを

提案します。 

１．自然環境 

①気候変動対策（目標 13） 

・関西エリアの温暖化ガス排出量・温暖化関連現象 

②海の豊かさ（目標 14） 

・海産資源量・水辺の生物の生息面積（干潟と湿地の合

計） 

③陸の豊かさ（目標 15） 

・緑地面積とそこでの希少な植物・昆虫類・両生類の生息

可能面積の総和 

・本万博が開催される 2025 年は、国連が設定する

SDGs の目標年である 2030 年の 5 年前であり、

SDGs 達成に向けた世界各国による取組の中間

地点と位置づけて進捗状況を確認し、その達成

に向けた取組を加速させる絶好の機会となると

考えています。 

・同時に、本万博においては、2030 年の SDGs 達

成にとどまらず、+beyond（2030 年より先）に向

けた目標が示されることも期待されます。パビ

リオン展示にとどまらず、SDGs+beyond に向け

た取組について世界各国の有識者や来場者等が

議論を行う場を設け、その成果を取りまとめた

上で、世界に発信していきます。 
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表 8.1.1(4) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

SDGs に

ついて 

２．社会環境 

①飢餓をなくす（目標 2） 

・関西のフェアトレード商品の売上高・フードロスの量・

関西の食料自給率 

②健康と福祉（目標 3） 

・外国人を含む社会的弱者の数・支援体制の充足状況 

③教育（目標 4） 

・ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の進捗状況 

④ジェンダー（目標 5） 

・民間企業の女性の正規雇用者の割合・民間企業の有給

育児休暇の日数 

・障がい者の正規雇用の割合・女性管理職の割合 

⑤水・衛生（目標 6） 

・大阪湾に流れ込む河川の水質と汚染物質の量 

⑥不平等をなくす（目標 10） 

・女性、外国人、同和、疾病、LGBT、ホームレス、刑務所 

出所者に対する差別の相談件数 

⑦持続可能な都市（目標 11） 

・関西エリアの大気汚染濃度の推移・交通事故者数 

⑧平和と公正（目標 16） 

・児童福祉司の数・環境影響評価図書等の情報公開の実

施件数 

⑨パートナーシップ（目標 17） 

・経済産業省の途上国支援プログラム予算額・大阪府の

途上国支援プログラム予算額・途上国支援プログラム

事後評価値 

３．経済環境 

①貧困（目標 1） 

・年金無受給者の数・小学校給食費未納者の数・外国人の

生活保護受給世帯数・ホームレス支援の予算 

②エネルギー（目標 7） 

・消費電力のうち再生可能エネルギーの割合 

③働きがい・経済成長（目標 8） 

・関西地域での ESG 投資額 

④産業・技術革新（目標 9） 

・地球温暖化関連の研究開発従事者数と研究費 

⑤リサイクル（目標 12） 

・フードロスの量・エコリーフ環境ラベル取得製品数・環

境ラベル（EPD）取得件数 

（見解は前頁） 
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表 8.1.1(5) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

愛知博の

継承・先

進的アセ

スの実施 

○ 国際博覧会の名にふさわしい自主アセスメントの実

施、愛・地球博、ミラノ万博における環境アセスメン

トの継承、持続可能な開発目標に根差した環境アセス

メントの実施 

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・愛知万博における通産省審議官通知の精神を生かして

欲しい。 

・愛知万博アセスの成果といえる「博覧会理念の実現に

資するアセス」「会場計画と連動したアセス」をめざし、

とくに「長期的な地域整備事業のアセスとの連携を図

る」 

・広域的で大きな開発である万博の様な事業については、

一般の開発事業よりも先進的な発想をもって、将来に

対する責任ある展望を示すべき。このため「未来社会の

実験場」としての市民アセスメントを市民共同でやる

べき。 

・大阪湾の人工島・夢洲という開催予定地にふさわしい

環境アセスが求められる。 

・事業の与える環境影響、社会的影響、経済影響のコント

ロールとモニタリング。事業実施エリアだけでなく、事

業の影響が及ぶ地域全体への評価。事業後の解体、跡地

利用における評価 

・万博後の夢洲に豊かな自然の現代的意義を認め未来的

価値を保持し継承していくべき。夢洲の自然回復ポテ

ンシャルを認め、大阪市内の都市環境にとって夢洲に

自然生態系を残すことが風水害対策・気温・空気清浄機

能などどれだけメリットをもたらすか、検証してほし

い。 

・本事業の環境影響評価にあたっては、愛・地球

博の際に「２００５年日本国際博覧会環境影響

評価要領」を定めた通商産業省審議官通達や他

事例等を参考に、大阪市環境影響評価条例に基

づき実施し、その結果を記載しました。 

ＩＲ等夢

洲開発事

業との複

合影響等

について 

○ 万博予定地だけでなく、夢洲全体の地域整備事業にお

ける環境影響評価と連携を図り広域での環境アセス

メントを行うべき。 

※複数の意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとお

り。 

・万博事業と IR 事業の一体性から派生する諸問題につい

て検討されること。（両施設の土地造成は一体的で連続

的に実施されている。夢洲まちづくり基本方針(案)に

よれば、IR 施設の整備は 2020年度後半開始、万博会場

は 2023 年度からの建設予定であり、多くの点で関連性

が深い。「都市インフラ」についても、大阪市の計画は

IR をにらんで「恒久的」なものとして想定されており、

万博はその一部にすぎない。大阪府市の夢洲開発への

財政投入も「万博」施設単独を想定していない。万博の

施設建設の時期には、すぐ隣の地で「IR」施設の建設が

進行していることになり、IR 施設の方が建築物の規模

が大きく、高層建物であって、粉じん・騒音・建設資材

搬入車の交通量など環境への影響の全般について、相

互に加重となり相乗リスクも大きいと考えられる。） 

・隣接する夢洲 3 区の IR 関連施設予定地も同時並行で開

発されるとの大阪市の具体計画があり。 

・環境アセスメントは、物流拠点並びに IR カジノ開発を

含む複合影響を検証、評価することを望む。 

・夢洲において同時期に計画されている周辺プロ

ジェクトとの複合的な影響を試算して、準備書

第 5 章に記載しました。 
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表 8.1.1(6) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

上記以外 ・調査・予測・評価に際しては、環境影響評価法における

「基本的事項」を踏まえて、以下の４点については特に

重視して実施すること。 

①地域及び事業の特性に応じた重点化を図り（スコーピ

ング）、市民の関心に応える内容とすること。とりわけ、

生物多様性の確保、大気質、防災については関心が高い

ので、市の技術指針を踏まえつつも、より丁寧な説明を

可能とする調査・予測・評価を行うこと。 

②科学的知見の限界に伴う予測の不確実性について、そ

の程度およびそれに伴う環境への影響の重大性に応じ

て整理すること。たとえば、生物分野では、予測におい

て調査で把握しきれなかった生物が存在することな

ど、調査の不十分性を考慮し、その程度およびそれに伴

う影響の重大性を検討すべきである。大気質について

は、交通量が計画の想定を大きく上回るケース、コンテ

ナヤードの需要が増大するケース、ＩＲの工事が万博

期間中に重複するケースなど、どのような影響の程度

と範囲の幅があり、事前配慮が必要かを整理すること。 

③他の選定項目に係る環境要素に及ぼすおそれがある影

響について検討が行われるよう留意すること。たとえ

ば、工事や開催期間中の花火や照明が生き物に与える

影響、工事に伴う水質の変化が鳥類の餌となる底生生

物に与える影響などである。 

④環境影響の回避を最優先として、ＩＲの実施時期の変

更による生物多様性の確保など、柔軟な対応を大阪府・

市との協議により検討すること。 

・本事業の環境影響評価にあたっては、大阪市環

境影響評価条例に基づき実施しました。環境影

響評価法における「基本的事項」等も参考にし、

大阪府、大阪市とも協議して予測評価し、その

結果を準備書第 5 章に記載しました。 

・調査・予測・評価・事後調査において、情報公開と市民

参加を促進し、幅広い市民および市民団体と連携し、協

働する手法を提示し、確実に実施すべき。 

・準備書作成にあたっては、既存資料調査は、デ

ータの科学的妥当性の観点から、国または地方

公共団体による報告書や有識者による確認を経

た報告書等を基本としました。市民団体等が公

表している資料については、可能な限り現地調

査実施前にその内容を確認し、調査にあたって

注意すべき種の見当をつける等、参考資料とし

て使用しました。 

・事業計画が抽象的で具体的な事業計画が記述されてい

ない。廃棄物処分場の埋め立て事業や IR 建設事業など

が錯綜しているからだと推測します。科学的な環境影

響の予測をするためにも各々の事業の伸長を想定し

て、環境影響予測を複数案策定してはどうか。 

・具体的な事業計画については、準備書第 1 章に

記載しました。 

・夢洲において同時期に計画されている周辺プロ

ジェクトとの複合的な影響を試算して、準備書

第 5 章に記載しました。 

・「夢洲まちづくり構想」では、夢洲において新たな国際

観光拠点の形成をめざし、短期～長期的な視点でのま

ちの将来像を見すえたゾーニング、土地利用を行うと

している。本事業は、このうちの『観光・産業ゾーン』

および、『グリーンテラスゾーン』の一部で開催するも

のである」と、表下にわずかに記述しています。このよ

うな全体の環境影響評価にも大きな影響となる内容

を、なぜ冒頭に記さないのか。 

・「夢洲まちづくり構想」及び 2019 年 12 月に策定

された「夢洲まちづくり基本方針」の概要につ

いては、準備書第 1 章に記載しました。 
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表 8.1.1(7) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

上記以外 ・今の段階でクリーンな自動車は電気自動車以外にはな

いだろう。すでに出回っている電気自動車を更に進化

させたものを見せて欲しい。世界中の人が願っている

のがバッテリーの軽量化、新次元で電気を発生する装

置、パワーの強力化や、長寿命化、チャージ時間の短縮

など、日本が世界に誇る技術を日本はもとより海外の

人に見せて欲しい。 

・本万博では「未来社会の実験場」をコンセプト

としており、会場内外での実証実験を通じてイ

ノベーション・技術革新の推進を図ることとし

ています。環境・エネルギーや移動・モビリテ

ィ分野についても、脱炭素社会の実現に資する

様々な技術の実証・実装事業を実施して参りま

す。核となる技術等の候補及び目指すべき方向

性について記載した「EXPO 2025 グリーンビジ

ョン」を 2021年 6 月に公表しています。 

・画期的な持続可能性を求めているのなら、再生可能エ

ネルギーを使用した乗り物に限定するような思い切っ

た措置が必要ではないか、この案で描かれるレベルの

ことでは、従来と同じ再生不能なガソリンや軽油が多

量に消費されるだけではないかと思われる。 

・正確な影響予測と評価をするために、その前提となる

発生源情報を調査し公開するべき。（1 区から排出され

る処理水の 2 区への土壌汚染等の影響や万博工事に伴

って新たに排出されるごみの量・処理方法、博覧会終了

後の撤収ごみ量、最終埋立て方法・量など。） 

・予測も含め、最大限の情報を提供してアセスをやり直

すべき。その場合、出展事業者等が判明した後では遅

く、むしろ、抑止のための対策をアセスに組み込むべ

き。 

・方法書では調査、予測、評価の手法等を示して

います。選定した環境影響評価項目について、

事業計画に基づく発生源の情報等を整理した上

で、調査、予測、評価を実施し、環境保全対策

とともに準備書第 5 章及び第 6 章に記載しまし

た。 

・夢洲は大阪において最大の物流港湾であり、もちろん

夢洲だけで交通や物流が成り立っているのではなく、

万博期間中影響を受けること必至な大阪市全体への交

通や物流、それによって派生する公害や混雑問題への

視点が全く考えられていないことが問題。 

・大気汚染、騒音、振動等、関連車両に伴う影響

の調査地点については、車両台数が集中し影響

が予想される此花区、住之江区、港区を設定し

ました。なお、大阪市によって道路の拡幅等の

対策が実施される計画です。 

・（仮称）舞洲駐車場予定地においては、事前予約

制の導入を行うことで、来場時間の平準化を行

い車両のピーク時間帯への集中の回避に努めま

す。 

・方法書の規定対象が開発や建設においてのみになって

おり、万博が標榜する SDGs において求められている開

催時、後までも含めた環境影響評価とはなっていない

ことが問題。環境アセスメントの新しい環境影響評価

項目の選定と調査・予測手法を明確化すること。 

・予測、評価にあたっては開催期間及び建設、解

体工事期間における必要な項目について実施

し、その結果を準備書第 5 章に記載しました。

また、事後調査の方針を準備書第 7 章に記載し

ました。 

・愛知万博アセスの基本方針に「長期的な地域整備事業

の環境影響評価との連携を図る」とあるが、これは大阪

万博アセスでも忘れてはならない方針だ。この点にも

関わり、万博会場の跡地利用に触れられていないのは

問題である。愛知万博では跡地利用が「住宅開発」であ

ることに対し、BIE が激怒して会場変更につながった。

大阪万博では IR という名のカジノが、跡地にも拡張さ

れると言われ、万博アセスでも注視しなくてはならな

い。 

・万博終了後の夢洲は、大阪府、大阪市、経済界

により策定された「夢洲まちづくり基本方針」

をもとに今後、開発される予定です。 

・「夢洲まちづくり基本方針」によれば、夢洲での

国際観光拠点の形成を具体化するにあたって、

観光施設及び物流施設のそれぞれが最大限に機

能を発揮できるようまちづくりを進めるととも

に、まちづくりの進展に応じて、地元自治体等

を始めとする関係機関の連携が必要であると記

載されています。 ・万博の跡地利用について明らかにしてください。 

・万博終了後の開発・整備にも関連し、その後の自然環境

をどの様に整備し続けるかについて明確にすべき。 

・会場について、「一部建物はレガシーとして現地で再利

用する」計画が具体化した際にはフォローアップを行

うこと。 

・現在の事業計画を基に調査、予測、評価を行い

ました。 

・本事業の実施にあたっては、事後調査を行うこ

とを計画しており、事後調査の方針を準備書第

7 章に記載しました。 

・（仮称）舞洲駐車場について、「会期終了後には舗装及び

施設等の撤去工事を行う」際の周辺への騒音等の影響

と、行わずに再利用することがある場合など、計画の熟

度に合わせたフォローアップを行うこと。 
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表 8.1.1(8) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

1.事業計画等 

住民からの意見 事業者の見解 

上記以外 ・（仮称）舞洲駐車場及び出入口経路を整備する際、「現況

が裸地、草地」の箇所を候補にする場合は、ヒートアイ

ランドに対する影響を評価する上での前提条件となる

ため、そのことが明らかになった時点でフォローアッ

プを行うこと。 

（見解は前頁） 

・会場エリアを含む夢洲全体の気象及び温度、湿度、体感

温度等、人体に与える影響の予測・評価を実施すべき。 

・本事業においては、局地的な風向風速に影響を

与えるような大規模な建築物の計画がないこと

から気象の影響評価は実施しませんが、風向風

速、全天日射量及び放射収支量の現地観測を実

施して大気質の予測評価を行い、準備書第 5 章

に記載しました。なお、万博の開催にあたって

は、暑さ対策についても検討し、来場者の安全、

健康に配慮します。 

・会場へは、徒歩、自転車、車いすでも、ゆけるのでしょ

うか。そうであれば安全対策も必要です。地下鉄の延

伸、自動車等でなければ、入場できないならば、会場選

択として問題があります。非常な渋滞、騒音、大気汚染

なども予想される。 

・交通計画を踏まえて施設関連車両の騒音、大気

質の予測、評価を実施し、準備書第 5 章に記載

しました。また、環境の保全及び創造のための

措置を準備書第 6 章に記載しました。 

・関係機関と連携し、地域のニーズや周辺状況に

応じて、自転車駐輪場の整備等を図り、自転車

の活用推進に努めます。 

・夢洲 1 区を一般客が入れる駐車場や遊休地として活用

することは、廃棄物処理法の原則から言っても危険で

許されません。廃棄物という汚染物質の塊りを投棄し

た場所を会場にするならば、それ相当の汚染実態調査・

汚染物除去が必要だと思います。 

・夢洲１区を含む会場については、大阪市により

廃棄物処理法に定める最終処分場の維持管理基

準を満たすよう 50cm 以上の覆土が行われた後

に、引き渡される予定です。会場整備では、50cm

以上の覆土を維持します。 

・開催時間は、午前９時から午後 10 時までと（予定）さ

れていますが、会場で就労する労働者は、深夜 10 時を

まわって帰ることになります。深夜 10 時までには家に

帰って休めることは必要と感じます。暮らしている生

きものにとっても大きな迷惑です。 

・事業計画及び現地調査結果も踏まえ、照明や騒

音等に関する対策を検討し、準備書第 5 章に記

載しました。 

・国策においては、多くの民意は無視され、住民の分断、

自然破壊が行われている。住民、動植物が暮らしている

ことを大切にしていません。大阪博覧会は内外の人々

と、つながり、大切にできるものにしてほしい。 

・大阪・関西万博では『いのち輝く未来社会のデ

ザイン』をテーマとし、人間一人一人が、自ら

望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限

に発揮できるようにするとともに、こうした生

き方を支える持続的な社会を国際社会が共創し

ていくことを推し進めます。 

・大型施設（カジノなど）よりも自然環境を残してほしい

です。最大限環境に配慮してください。環境に悪影響な

らば、万博開催の中止をお願いします。 

・大阪市環境影響評価条例に基づき、調査、予測、

評価を踏まえて、環境への配慮を検討し、準備

書第 5 章及び第 6 章に記載しました。 

・愛知万博は循環型社会を目指すというメッセージが大

きく発信されたと思う。このテーマは引き続き 2025 年

の博覧会でも継続されることを望みます。愛知が自然

環境の保全なら大阪は自然環境の創出という事を試み

てはいかがでしょうか。 

・大阪・関西万博では『いのち輝く未来社会のデ

ザイン』をテーマとし、人間一人一人が、自ら

望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限

に発揮できるようにするとともに、こうした生

き方を支える持続的な社会を国際社会が共創し

ていくことを推し進めます。 

・計画中、開催中、開催後も調査等の結果は、記録保存し、

今後の教訓とできるようにしてください。 

・本環境影響評価における現地調査結果は準備書

第 5 章に記載しました。事後調査の結果につい

ても環境影響評価手続きに基づいて公開しま

す。 

・方法書は、誰にもわかりやすく、西暦表記、西暦併記に

してください。 

・既存資料については出典元の表記を使用してい

ます。その他部分については、わかりやすい表

記を心がけます。 
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表 8.1.1(9) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

2.地域の概況 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・P17 2.1.2 産業 表 2.1.3 産業分類別事業所及び従事

者数の漁業が－となっている。此花区に 1 組合（組合

員 48 名）、住之江区に 1 組合が既存し、大阪湾、淀川、

大和川で漁業を営んでいる。なぜ－となっているのか。 

・既存資料調査については国または地方公共団体

の資料を基に作成しています。表 2.1.3 産業

分類別事業所及び従業者数は「令和 2 年度 大

阪府統計年鑑」を基に作成しています。この資

料によると大阪市は漁業が「－」となっていま

す。なお、表 2.1.3 の注に次の記載を追加しま

した。「漁業は、事業所数及び従業員数ともに「-」

であるが、２つの漁業協同組合において大阪府

から許可を受けて漁業を営んでいる。」 

・事業計画地周辺の自動車類 交通量（平成 27=2015 年

度）を示され、出典：（平成 29=2017 年 6 月 15 日更新 

大阪府）とありますが、方法書を提案された 2019 年最

新の観測結果はないのでしょうか。事業計画地周辺の

観測のみで判断するのは不十分です。 

・既存資料調査については国または地方公共団体

の資料を基に作成しています。本準備書に記載

した道路交通センサスのデータが公開されてい

る最新のデータとなります。 

・臨海部では船舶からの排気ガスが大気環境に与える影

響が大きいことから、夢洲とその周辺のコンテナヤー

ドに入港する船舶隻数及び総トン数を記載すること。 

・23 ページの交通の中に、コンテナ船の入港状況などを

具体的に記載する必要がある。 

・既存資料調査については国または地方公共団体

の資料を基に作成しています。図 2.1.3 入港船

舶隻数及び総トン数の推移（大阪港）（「港湾統

計（年報）」）については、コンテナ船を含んだ

隻数及びトン数となっています。 

・図 2.1.3「港湾統計」で、2015 年時点での入港船舶数に

大きな変化があるのはなぜでしょうか。 

・弊協会では把握していません。 

・P31 2.1.5 水域（1）水域利用の状況について、漁港区

域はなく、漁業権は設定されていないが、大阪府の許可

漁業により漁業を営んでいる。年にはよるが、新島周辺

海域では、機船船びき網漁業によるいわししらす、いか

なご漁業、淀川河口域ではさより漁、袋付建網（小型定

置）、囲刺網ではアジ、スズキ、チヌ、イワシなど漁獲

している。 

・既存資料調査については国または地方公共団体

の資料を基に作成しています。なお、2.1.5 水域 

1.水域利用の状況に、海面漁業生産統計調査（農

林水産省ホームページ、令和 3 年 6 月閲覧）に

よると、大阪市における平成 30 年の漁獲量は

210t であることを記載しました。また、表 2.1.3 

産業分類別事業所及び従業者数の注に次の記載

を追加しました。「漁業は、事業所数及び従業員

数ともに「-」であるが、２つの漁業協同組合に

おいて大阪府から許可を受けて漁業を営んでい

る。」 

・大気質、二酸化窒素など、すべて「事業計画地から最も

近い」ところでの状況、調査結果です。近隣区において

も「調査をおこなっていない」との記述もあります。調

査範囲にどのような基準をもっているのか。 

・調査範囲は、環境影響評価の実施を予定してい

る此花区、港区、住之江区を基本としています

が、必要に応じて会場予定地に近い常時監視測

定局のデータや、大阪市内全体の環境基準達成

状況等も併せて記載しています。 

・廃棄物埋立処分場、夢洲の廃棄物はどのようなものか。

また、夢洲は廃棄物埋立処分場として、一般の環境基準

は適用されてない点について、触れられていません。 

・夢洲１区は最終処分場であり、廃棄物処分場と

して、一般廃棄物及び産業廃棄物（広域処理廃

棄物焼却灰含む）が埋め立てられています。ま

た、夢洲２区、３区については、浚渫土砂及び

陸上発生残土により埋め立てられています。 

・なお、浚渫土砂は大阪湾や市内河川由来であり、

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の

受け入れ基準を順守した土砂となっています。 

・夢洲 1 区に東日本大震災で出た東北地方の産業廃棄物

（可燃・不燃物）が埋設されている事実を明記してくだ

さい。 

 

・東日本大震災により生じた廃棄物の広域処理の

状況については大阪府、大阪市により公表され

ています。その概要を準備書第 2 章に記載しま

した。 
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表 8.1.1(10) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

2.地域の概況 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・希少種の生息で、大阪府レッドリストに記載されてい

る天然記念物のスナメリを明記する必要があります。

2015 年 9 月に須磨海浜水族館と朝日新聞の共同調査

で、大阪湾の関西空港周辺で最大 20 頭以上の群れや、

体長 1 メートルの子どもが確認されています。また、

海遊館でもスナメリ調査の活動をしています。同様に、

シギ・チドリ類を明記してください。環境省は、渡り鳥

のコアサイトとして夢洲のシギ・チドリを重視してい

ます。 

・スナメリについては、本事業は海域を埋立てる

事業ではないこと、方法書時点では排水処理施

設を設置し、公共用水域へ排水を放流する計画

でしたが、事業計画の進捗により、排水は公共

下水道に放流する計画となったため、海域の水

質への影響は限定的であると考えられ、本事業

でのスナメリ独自の調査を実施しませんでし

た。また、海域動植物や水質の現地調査実施時

に周辺海域を観察しましたが、スナメリは確認

されませんでした。 

・シギ、チドリ類を含む鳥類については、既存文

献等を踏まえ現地調査を実施し、その結果を準

備書第 5 章に記載しました。 

・これまで確認できている、夢洲に暮らす動物、植物、水

生生物についても記載してください。 

・既存資料調査及び現地調査の結果を準備書第 5

章に記載しました。 

・市民団体等が公表している資料については、可

能な限り現地調査実施前にその内容を確認し、

調査にあたって注意すべき種の見当をつけるた

めに使用する等、参考資料として使用しました。 

・瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律（平

成 27 年 10 月 2 日公布・施行）は、瀬戸内海の現状に

鑑み、瀬戸内海を豊かな海とするため、その環境の保全

上有効な施策を一層推進するために、「瀬戸内海の環境

の保全」について、水質が良好な状態で保全されるとと

もに、生物の多様性及び生産性が確保されるなど、瀬戸

内海の有する価値や機能が最大限に発揮された「豊か

な海」とする考え方を明確にし、具体的施策の追加等の

措置を講ずることとされた。このことについて言及す

ること。 

・方法書時点では排水処理施設を設置し、公共用

水域へ排水を放流する計画でしたが、事業計画

の進捗により、排水は公共下水道に放流する計

画となりました。 

・夢洲が大阪湾の人工島であることから、65 ページ以降

の環境保全関係法令等に「瀬戸内海環境保全特別措置

法」も加えて、関係する環境保全措置などを明記すべき

である。 

・瀬戸内海環境保全特別措置法については、準備

書第 2 章 2.5.2 環境保全関係法令等 3.水質

汚濁に係る規制に明記しました。 

・方法書時点では排水処理施設を設置し、公共用

水域へ排水を放流する計画でしたが、事業計画

の進捗により、排水は公共下水道に放流する計

画となりました。 

・社会経済・生活環境・自然環境・社会的文化的環境につ

いて、それぞれ総花的にまとめられている。既存の文献

や資料による精査を求めたい。 

・会場予定地の夢洲では現在、大阪湾の「一大コンテナタ

ーミナル」が稼働している。大阪府市によって、「夢洲

まちづくり基本方針」も策定されている。稼働中のコン

テナターミナルと「夢洲まちづくり基本方針」、IR を中

心にした国際観光拠点についても、その概況を記載す

べきである。 

・「夢洲まちづくり構想」及び 2019 年 12 月に策定

された「夢洲まちづくり基本方針」の概要につ

いては、準備書第 2 章に記載しました。 
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表 8.1.1(11) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

3.事業計画に反映した環境配慮の内容 

住民からの意見 事業者の見解 

【1 周辺

と の 調

和】 

・周辺土地利用との調和で、同時期に行われる工事を明

記してください。環境への影響を回避低減するために

も、同時期に行われる埋め立て事業、IR 建設事業など

で生じる環境影響との相乗作用を具体的に検討してく

ださい。 

・夢洲において同時期に計画されている周辺プロ

ジェクトとの複合的な影響を試算して、準備書

第 5 章に記載しました。 

・「まちの将来像を見据えたゾーニング・土地利用を行う」

上で、ＩＲ計画を後年にして、埋立が完了していない区

画を生物多様性確保の観点から回避することを含めた

評価を行うこと。 

・IR については、大阪府、大阪市により検討が行

われている事業であり、計画の変更を検討する

立場ではありません。陸域動植物及び生態系の

環境影響評価の結果は準備書第 5 章、環境の保

全及び創造のための措置の内容は第 6 章に記載

しました。 

・「大阪市生物多様性戦略」とも整合を図るべき。【基本戦

略 B】自然空間の保全・創造、方針Ⅰ生物多様性の保全

【具体的施策 No.15】生物多様性ホットスポットを保

全しようとあり、ホットスポットとして、野鳥園臨港緑

地（もと南港野鳥園）、夢洲と明記されているので、こ

れに沿ったものとすべき。 

・夢洲は南港野鳥園とともに生物多様性ホットス

ポットに指定されていることから、陸域動植物

及び生態系の環境影響評価の結果は準備書第 5

章、環境の保全及び創造のための措置の内容は

第 6 章に記載しました。 

・「低炭素社会の構築」の中で、来訪車についてはその多

数の集積が予想されるのだから、CO2 排出量の軽減につ

いてしっかり検討すべき。 

・自家用車による来場者については、原則、パー

クアンドライドとし周辺交通量の増加を極力抑

えます。また、（仮称）舞洲駐車場予定地を利用

する来場者の車両の走行については、ICT 等の

技術活用により高速道路利用を誘導すること等

を検討し、CO2排出量削減に努めていきます。 

・土地の改変や樹林の伐採を行わないとあるが、貴重な

生態系(干潟・河川汽水域と代替裸地・草地)の改変等に

該当するのではないか。 

・会場予定地は、大阪市により埋立工事が行われ

ており、大阪市から更地として引き渡される予

定であり、本事業による樹木等の伐採はありま

せん。 

・（仮称）舞洲駐車場予定地は、主に裸地、草地ま

たは舗装地ですが、樹林の伐採等を行う場合に

は必要最小限の規模とする計画です。 

【 2 循

環】 

・水循環については緑地の整備や可能な限りの緑化を図

る等、保水機能に配慮した土地利用に努めるとあるが、

貴重な生物(水鳥：コアジサシ、シロチドリ等、猛禽類：

チュウヒ、ハイイロチュウヒ等、干潟生物：ウスコミミ

ガイ、ウチワゴカイ、フジテガニ等)に配慮した水循環

を検討すべき。 

・今後、会場整備計画の具体化に際しては、陸域

動植物及び生態系の現地調査結果等を踏まえ、

緑地や水面確保等、生態系に配慮した会場整備

の検討を行います。 

・雨水の利用については是非実施して頂きたい。3-1 に書

かれている散水も雨水で行う事を提案したい。それと

一部を浄化して飲用水としても使えるようにする。こ

の雨水はオゾンなどの高度な水処理を使わなくても十

分に飲用にできるはずだ。更に言えば「人工島の美味し

水」として売り出すか来場者に無償提供しても良い。 

・雨水の有効利用は、会場内の散水や潅水に利用

する等、今後検討していきます。 

・「雨水の有効利用、水の回収・再利用を図るなど、水の

効率的利用に努めること。」は、8 ページの「会場計画」

の雨水排水とマッチしていないのではないか。 

【4-1 地

象、水象】 

・建築物は「比較的簡易な仮設的構造とする」（7 ページ）

とあることから、簡易構造で軽量の場合は風害の影響

を受けやすい可能性があるので、選定は「有」とするこ

と。 

・高層建築物等を建設した場合に起こる局地的な

風向風速への影響を風害と考えており、強風に

よる建物の安全面への影響は環境影響評価項目

ではありません。ただし、建物の設計時には、

風強度を考慮します。 
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表 8.1.1(12) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

3.事業計画に反映した環境配慮の内容 

住民からの意見 事業者の見解 

【4-2 動

物、植物、

生態系】 

・言葉だけの「グリーン」や「ウォーター」ではなく、緑

地確保の数値目標、生物多様性の確保について言及す

ること。 

・グリーンテラスゾーンやウォーターワールドにどのよ

うな生物が生息・生育できるのか明らかにすること。土

地利用や施設の検討にあたっては、生物多様性の拠点

となるべき自然環境の整備に配慮し、普及啓発活動に

も努めること。絶滅危惧種の保全、種数や個体数の維持

目標など、保全目標を具体的に設定すべき。 

・「会場内にはグリーンワールドやウォーターワールドを

整備し、自然環境の整備に配慮します。」のコメント自

体、自然環境が整備できるという矛盾したことを言っ

ている。整備でできるものは人工物であって自然物で

はない。 

・今後、会場整備計画の具体化に際しては、陸域

動植物及び生態系の現地調査結果等を踏まえ、

緑地や水面確保等、生態系に配慮した会場整備

の検討を行います。 

・陸域動植物及び生態系の環境影響評価結果は準

備書第 5 章、環境の保全及び創造のための措置

は第 6 章に記載しました。 

・工事中の騒音だけでなく、工事中の照明や開業中の騒

音や夜間照明について、動物（鳥類、魚類等）への影響

が生じないよう配慮すること。 

・陸域動植物及び生態系の現地調査結果も踏ま

え、工事中の照明や開業中の騒音や夜間照明に

関する配慮は、準備書第 6 章に記載しました。 

・大阪湾沿岸部ではもっとも渡り鳥の種類と数が多く訪

れている夢洲の自然環境を考慮し、干潟の造成、砂浜や

湿地、チュウヒなど葦原の生きものにも配慮した自然

再生に配慮すべき。 

・陸域動植物及び生態系の環境影響評価結果は準

備書第 5 章、環境の保全及び創造のための措置

は第 6 章に記載しました。 

・夢洲にはシギやチドリなど渡り鳥がやってきます。環

境に配慮した事業にしてください。どのように配慮し

たのか詳細に説明してください。 

・スナメリの生息環境に配慮した事業にしてください。

どう配慮したのかを詳細に説明して下さい。 

・スナメリ等の行動に影響が及ぶ可能性があるため、海

域動物への環境影響要因に建設機械の稼働を選定する

こと。 

・方法書時点では排水処理施設を設置し、公共用

水域へ排水を放流する計画でしたが、事業計画

の進捗により、排水は公共下水道に放流する計

画となりました。 

・海域動植物や水質の現地調査を実施する際に周

辺海域を観察しましたがスナメリは確認されま

せんでした。 

・本事業においては、海域における工事作業は予

定しておらず、陸上における建設機械が海域へ

与える影響は小さいと考えていますが、可能な

限り低騒音、低振動の建設機械を採用する等配

慮します。 

・大阪湾は、自然環境を取り戻す市民運動がわきおこり、

次第に生き物の回復が見られる様に成って来ている。

この様な自然再生に向けた営みの蓄積と、これに応え

る生き物についての評価を万博の開催を通じて育んで

ゆく視点を取り入れて欲しい。自然環境の現況と潜在

性を把握し、保全と復元のための方策を策定して欲し

い。 

・陸域及び海域の動植物、生態系を対象に、既存

資料調査、現地調査、予測及び評価を実施し、

その結果を準備書第 5 章に記載しました。 

・生態系調査、生態系サービスの可能性を調査、生物相を

詳細調査し、保護すべきものを明らかにして欲しい。万

博後の自然再生を念頭に、会場を整備する際の工夫な

どで保護すべきものを明らかにして欲しい。 

【4-4 自

然とのふ

れあい活

動の場】 

・「緑地空間、親水空間等を整備し、自然とのふれあいの

場を意識した空間の創造を図る。」について、創造によ

るものは自然「もどき」であることを理解すべきであ

り、これを「自然」と表現し来訪者に伝えるべきではな

い。 

・いただいたご意見を参考にさせていただきま

す。 
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表 8.1.1(13) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

3.事業計画に反映した環境配慮の内容 

住民からの意見 事業者の見解 

【6-1 温

室効果ガ

ス、オゾ

ン層破壊

物質】 

・気候変動について、会場内での温室効果ガスの排出抑

制等しか検討されておらず、あまりにも不十分です。 

・「海洋・雪氷圏特別報告書」を踏まえ、地球温暖化の影

響および対策も検討すべき。 

・会場内の排出抑制のみならず、資材等の運搬に

おける輸送効率の向上等を図ることや、排出ガ

ス性能の良い建設機械を使用する等、温室効果

ガスの排出抑制を図ります。また、パークアン

ドライドを導入し来場者交通に伴う CO2 排出量

の削減を図ります。また、2021 年 6 月に公表し

た「EXPO 2025 グリーンビジョン」に沿って脱

炭素社会の実現に資する様々な技術実証・実装

事業を実施していきます。 

・「会場内での一部エネルギー自立化に向けた検討など温

室効果ガスの排出抑制のための検討をしていく。」では

やるのかやらないのか全然はっきりしない。テーマを

鑑みて、検討を経て「実行する。」と明記すべき。 

・「会場全体のエネルギー消費は効率的に管理できるよう

に検討していく。」は曖昧である。「～～管理できるよう

にする。」と明記すべき。 

【6-2 廃

棄物、残

土】 

・会場施設の構成材料には施設解体後のリサイクル、リ

ユースを意識した配慮を行う方針となっている。これ

は、世界で最も進んだ循環型社会を構築している日本

の取り組みを世界に紹介するための非常に重要な配慮

事項であり、この方針を維持するべき。 

・なお、このような環境配慮に際し、関連する国内外の規

格があるものについては当該規格に準拠する必要があ

る。例えば、鉄鋼製品については、ISO 20915 規格、JIS 

Q 20915 が発行されており、リサイクル効果を含めたラ

イフサイクル全体での環境影響評価が求められてい

る。 

・建築の設計段階からガイドラインを策定するこ

とで資材のリサイクルを推奨するとともに、工

事の実施にあたっては廃棄物の発生抑制・減量

化、リサイクル等について適切な措置を講じま

す。 

・建築物の部材については、認証や認定を受けた

リサイクル部材や、リユース・リサイクル可能

な部材を活用する等、徹底した３R（Reduce, 

Reuse,Recycle）に努めます。 

・事業活動により生ずる廃棄物については、3R の

徹底等により廃棄物排出量の削減に努め、残土

についても発生抑制に努めます。 ・事業活動により生じる廃棄物の発生抑制とともに、長

期使用が可能な資材の使用に努めること。また、残土の

発生抑制に努めること。 

・会場建築物の構成材料には、認証を有するリサイクル

素材や、リユース・リサイクル可能な部材を積極的に活

用するとともに、解体物については徹底した３Ｒに努

める。また、撤去する機械設備についてもできる限り再

利用を検討すること。 
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表 8.1.1(14) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

4-1.環境影響評価の実施を予定している区域 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・交通渋滞やそれに伴う大気汚染、野鳥などの移動範囲

などを考慮し、評価項目に応じて範囲を柔軟に設定す

ること。 

・大気汚染、騒音、振動等、関連車両に伴う影響

については、車両台数が集中し影響が予想され

る此花区、住之江区、港区を設定しました。 

・野鳥等については、生息可能な地域と事業によ

る影響を勘案して事業計画地及びその周辺とし

て夢洲、舞洲を設定しました。 

・大気汚染の調査評価地域には、西淀川区、大正区を必ず

加えるべき。そしてできれば、浪速区、西区、北区、中

央区、福島区なども追加すべき。可能なら、全大阪と堺

市を加えるべき。 

・環境アセスメントは、開催地の夢洲島内だけでなく、交

通や廃棄物処理などでは影響を及ぼす大阪市内や現行

の廃棄物処理量をも考慮した地理的な範囲を広く視野

に入れた形で行われることを望みます。（大阪市民の日

常生活への影響予測と評価。大阪市内の道路交通量の

増加による市内の大気汚染への影響予測と評価。開発

時、開催時における廃棄物の増加に伴うごみ焼却量の

増加に伴う、大阪市及び周辺都市のごみ処理場に対す

る影響予測と評価。） 

・対象範囲として、不十分と感じます。ミラノ博では、持

続可能性アセスメントとして、会場周辺に限定せず、開

催市をふくむ州全体が対象に行われました。ぜひ、その

ような先例にまなび、発展させる環境影響評価をおこ

なってください。 
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表 8.1.1(15) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

4-2.環境評価の項目、調査、予測及び評価の手法 

(1)大気質 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・湾岸周辺 5 区の大気汚染の状況をアセスしてください。

夢洲と内陸をつなぐ道路輸送ルートは 2 本のみ。そし

て臨海 5 区(西淀川、此花、港、大正、住之江)の高速道

路や幹線道路によって関西や全国につながる。IR カジ

ノ・万博によって発生する交通量に応じて臨海 5 区の

自動車交通量が増大し、自動車排ガス汚染負荷が増大

する。大都市比較統計年表 2016 によれば、臨海 5 区は

大型車交通の割合が高く NO2 や PM2.5 などの自動車排

ガス汚染に見舞われている。 

・大気汚染、騒音、振動等、関連車両に伴う影響

については、車両台数が集中し影響が予想され

る此花区、住之江区、港区を設定しました。 

・大気汚染の調査個所を増やしてください。今回の万博

の理念から見ても、大気汚染の被害についての調査を

綿密にすべきです。方法書によると、調査箇所は、一般

環境 1 地点、沿道環境 3 地点とありますが、各区で 1

地点での調査はあまりにも少ないのではないでしょう

か。1 地点でよいと判断した理由を教えてください。 

・大気質の一般環境調査については、施設の供用

及び建設機械の稼働に係る影響について予測、

評価を行うため、夢洲の会場予定地内に 1 地点

設定しました。また、沿道環境調査については、

施設関連車両の走行及び工事関連車両の走行に

係る影響について予測、評価を行うため、3 地点

で現地調査を実施しました。また、一般環境大

気測定局 2 地点（此花区役所及び南港中央公園）

のデータも活用し予測、評価を行いました。な

お、予測地点は、車両が走行する可能性が高い

ルート付近で保全対象施設が存在する地点にお

いて実施しました。これらの内容は、準備書第

5 章に記載しました。 

・万博とＩＲの２事業によって夢洲で深刻な交通集中と

大気汚染公害が懸念されます。ところが夢洲内の観測

地点は一般的な観測地点が一か所、沿道観測地点は皆

無です。増やす必要があるのではないですか。 

・コンテナヤードに停泊する船舶からの排煙、コンテナ

ヤードに搬出入する大型車からの排気ガスなどを重視

し、それらの影響を的確に補足できるように、観測地点

を選定すること。また、拡散モデルだけではなく、二酸

化窒素簡易測定法を利用して舞洲内の大気の挙動を実

測し、メッシュ状で把握すること。 

・大気質の調査は、会場予定地及びその周辺の主

要な走行ルートの現況を適切に把握できる地点

で実施しました。大気質の予測、評価は、多く

の環境影響評価において適用された実績のある

モデルを採用し、影響が最大となる時期を対象

として実施し、これらの内容は、準備書第 5 章

に記載しました。 

・船舶や港湾活動の影響調査評価も必要。船舶に対する

排ガス規制は陸上工場や自動車に比べて大きく遅れて

おり、周辺大気汚染に少なくない影響を及ぼしている。

湾岸 5 区や咲洲の大気汚染の影響予測では、船舶の影

響も含めて分析されるべき。 

・建設工事中の船舶の影響や、来場者の船舶輸送

による影響も考慮して大気質の予測評価を行

い、準備書第 5 章に記載しました。 

・自動車交通、工事中の交通、船舶などからの大気汚染の

排出量などを把握する方法を明示されたい 

・環境影響評価の項目、調査、予測及び評価の手

法は準備書第 4 章、環境影響評価の結果は第 5

章に記載しました。 ・発生源のデータ(たとえば自動車交通、工事、駐車場、

船舶などからの排出汚染物質とその量、供用時の万博

から排出される汚染物質や下水の量、建設解体撤去時

の廃棄物、ごみ、土砂の量、電力・燃料使用量など)を

把握する方法を明示すべき。 

・PM2.5 の評価をすべき。 ・PM2.5 の発生原因は、物の燃焼等によって直接

排出されるものと、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸

化物（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）等のガス

状大気汚染物質が、大気中での化学反応により

粒子化したものとがあり、今回は、同じ粒子状

物質の SPM と NOx を予測、評価の対象としてお

り、これらの２物質の抑制が、PM2.5 の抑制にも

繋がると考えています。 
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表 8.1.1(16) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(1)大気質 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・開発前から開発時、開催中、開催後における大気汚染の

調査と予測と評価。 

・本事業による環境影響評価手続きでは、事業開

始前の現地調査も実施し、工事中（建設中及び

解体時）及び施設の供用時も予測及び評価を実

施し、その結果を準備書第 5 章に記載しました。

また、事後調査の方針を第 7 章に記載しました。 

(2)大気質・騒音 

 ・夢舞大橋、此花大橋で交通渋滞が予測されるので、大気

質・騒音の調査地点としてください。 

・大気質の沿道環境の現地調査については、舞洲

の臨港道路等において実施しました。また、道

路交通騒音の現地調査は、此花大橋及び夢舞大

橋につながる市道福島桜島線（北港通）及び臨

港道路において実施しました。調査結果は準備

書第 5 章に記載しました。 

(3)大気質・水質・地下水等 

 ・夢洲は廃棄物処理場としての機能を持つため各種廃棄

物や浚渫土砂等によって造成されている。また、ウォー

ターワールドゾーンで来場者が水に親しむ場面も想定

され、汚染水による健康被害の危険性も予想されるこ

とから夢洲全体の大気、地下水質、湧出水質、地盤、土

壌汚染の評価を実施すべき。 

・大気質については、環境影響評価項目として選

定し、環境影響評価の結果を準備書第 5 章に記

載しました。 

・廃棄物処分場である夢洲１区については、大阪

市により廃棄物処理法に定める最終処分場の維

持管理基準を満たすよう、50cm 以上の覆土が行

われた後に引き渡しされる予定です。会場整備

においては、50cm 以上の覆土を維持します。ま

た、浚渫土砂及び陸上発生残土により埋め立て

られた夢洲２区、３区においては、パビリオン

ワールド及びウォーターワールドを整備する計

画ですが、土壌汚染対策法の区域指定を受けて

いるため、同法を遵守し適切に措置します。な

お、パビリオン等の建設にあたっては、夢洲の

地盤の状況を調査のうえ、適切な工法の検討を

行います。 

・ウォーターワールドの水面については、今後、

利用方針を定めていきますが、利用目的に応じ

た水質レベルを検討し、安全に配慮します。 

(4)水質・底質 

 ・夢洲内の未埋立地及びウォーターワールドを想定して

いる区域に残存している水辺における水質と底質を調

査すること。 

・ウォーターワールドの水面については、今後、

利用方針を定めていきますが、利用目的に応じ

た水質レベルを検討し、安全に配慮していきま

す。また、事業計画を踏まえ、必要に応じて内

水面の水質調査を実施します。 

・ウォーターワールドの予定地は、埋立未了地であり、軟

弱地盤の上にできたいわば塩混じりの水たまりであっ

て、到底来場者が触れて好ましい水とは考えられない。

安全面での予測評価をすべき。 

・ウォーターワールドは、「来場者が水にふれることがで

きる広場の設置やイベントを行うこと等を検討」とあ

ります。しかし、夢洲は廃棄物処分場です。健康への影

響はないと断定できません。働く労働者、計画にも十分

な留意が必要です。安全性への詳しい調査も必須です。 

・水質調査で底層溶存酸素（底層 DO）の測定が必要。底

層 DO は水質や生態系に大きく影響。底層 DO の環境基

準が設定されている。とくに夏季の底層 DO の低下が心

配。 

・方法書時点では排水処理施設を設置し、公共用

水域へ排水を放流する計画でしたが、事業計画

の進捗により、排水は公共下水道に放流する計

画となりました。 

・なお、水質の調査結果については準備書第 5 章

に記載しました。 
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表 8.1.1(17) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(5)地下水 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・汚染井戸周辺地区調査は事業計画地周辺では実施され

ていない（42 ページ）ことと、「ウォーターワールド」

に設けられる水辺への漏出が懸念されることから、地

下水の調査を実施すること。 

・ウォーターワールドの水面については、大屋根

によって囲まれる三日月状の水辺空間を水上イ

ベントを始めとした親水空間での様々な活動に

利用する方針ですが、利用目的に応じた水質レ

ベルを検討し、安全に配慮していきます。また、

事業計画を踏まえ、必要に応じて内水面の水質

調査を実施します。 

・地下水および土壌の両項目「施設の利用及び工事中に

おいて、地下水汚染の原因となる有害物質の使用がな

いことから環境影響評価項目として選定しない。」とさ

れているが、ここは廃棄物の埋立処理場である。工事で

の杭打設その他で生じる振動等によって有害物質を含

む埋立地の軟弱地盤が締め固められ、有害物質がしみ

だしてくることが考えられる。地下水等の状態を監視

すべき。 

・廃棄物処分場である夢洲１区においては、交通

ターミナルやイベント広場を含むグリーンワー

ルドを整備する計画です。 

・夢洲１区を含む会場については、大阪市により

廃棄物処理法に定める最終処分場の維持管理基

準を満たすよう、50cm 以上の覆土が行われた後

に、引き渡される予定です。会場整備において

は、50cm 以上の覆土を維持します。 

・夢洲２区、３区の会場については、パビリオン

ワールド及びウォーターワールドを整備する計

画ですが、土壌汚染対策法の区域指定を受けて

いるため、同法を遵守し適切に措置します。 

(6)土壌汚染 

 ・有害物質の使用はないとしても、廃棄物処分場として

埋設させている。簡易構造の施設であっても表土から

50cm 以上の掘削を行う可能性がある。施設計画の具体

化に伴って調査を実施すること。 

・夢洲１区を含む会場については、大阪市により

廃棄物処理法に定める最終処分場の維持管理基

準を満たすよう、50cm 以上の覆土が行われた後

に、引き渡される予定です。会場整備において

は、50cm 以上の覆土を維持します。 

・ウォーターワールドの水面については、大屋根

によって囲まれる三日月状の水辺空間を水上イ

ベントを始めとした親水空間での様々な活動に

利用する方針ですが、利用目的に応じた水質レ

ベルを検討し、安全に配慮していきます。 

・夢洲２区、３区の会場については、パビリオン

ワールド及びウォーターワールドを整備する計

画ですが、土壌汚染対策法の区域指定を受けて

いるため、同法を遵守し適切に措置します。 

・台風等の風水害は埋め立て土壌への影響をだします。

そこで、埋め立て土壌の有害物質、汚染物質の内容、量

を明らかにすることで、環境影響を予測することが必

要だと思います。 

・夢洲はゴミの最終処分場です。土壌の汚染が心配です。

そんな場所に世界中から人が集まる施設を作るのはど

うなのでしょうか。噴水の水は汚染水を含むのではな

いでしょうか。 

・他地域に無い汚染物質として、福島第一原子力発電所

から排出された放射性同位元素を含む瓦礫を運んでき

て焼却しその残灰を埋め立てたはずなので、そこから

の放射線および放射性同位元素の漏出についても調査

すべき。 

・夢洲１区においては、岩手県宮古地区より受け

入れた災害廃棄物（木くずを中心とする可燃物）

の焼却灰が埋立てられていますが、処分地にお

ける空間線量率等については、大阪府、大阪市

が実施している調査において、受入前とほとん

ど変化がなかったとの結果が公表されていま

す。この旨準備書第 2 章に記載しました。 

・万博会場の土壌調査を行い、そのデータに基づく影響

を評価するべきです。1 区の一般廃棄物最終処分場に

は、約 27 年間に及ぶ大阪市域の焼却灰や飛灰など、有

害化学物質が混入するものが 1000万トン近く投棄され

ています。その処理水は、排水基準が守られていると言

えども、人が触れて安全と言える状態ではありません。 

・2019 年 12 月段階でも、泡を吹いて流れ出す処理水が、

万博会場に浸み込んでいます。これに、土をかぶせて何

事もないように繕っていくことは許されません。 

・夢洲 1 区の廃棄物処分場からの排水（いわゆる

浸出水）は、万博会場外にある既設の排水処理

施設において処理されています。この放流水は、

定期的な分析により、法の排水基準への適合が

確認されています。 

・夢洲２区、３区の会場については、パビリオン

ワールド及びウォーターワールドを整備する計

画ですが、土壌汚染対策法の区域指定を受けて

いるため、同法を遵守し適切に措置します。 
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表 8.1.1(18) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(7)地盤沈下 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・隣接区の観測水準点 33 地点のうち 28 地点で沈下が観

測され、最大－1.23cm の変動量があった（45 頁）こと

から、夢洲内での地盤沈下の現状については調査し、

「恒久的な建造物を建設する可能性もある」（7 ページ）

場合にはその影響を把握できるようにしておくこと。 

・現在、夢洲では地盤沈下状況について定点観測

が行われていますが、本事業の実施にあたって

も継続した観測を行う予定です。 

・地盤沈下が生ずるような行為はないとして、評価項目

からのぞいています。隣接区でも、沈下は確認されてい

ます。調査項目にいれてください。 

・夢洲の地層と地盤強度について厳密な評価を求めます。 

・万博建設予定地である夢洲 2 区における急速施工によ

る、土地造成及び地盤改良工事後の地耐力の正確な評

価を求めます。 

・夢洲 3 区の地盤強度の掌握と厳密な評価を要請します。 

・パビリオン等の建設にあたっては、夢洲の地盤

の状況を調査のうえ、適切な工法の検討を行い

ます。 

・「地下水位の低下による地盤沈下が生ずるような行為は

ないことから環境影響評価項目として選定しない。」と

は驚くべき判断である。地盤沈下は地下水位の低下だ

けで生じるのではなく荷重積載によってもあるいは地

盤自身の自重によっても圧密沈下する。この場所より

もはるかに優良な土砂を投入して埋め立てた関西新空

港でも、絶えず生じる地盤沈下に悩まされていること

を思えば、この廃棄物処理場の不均等な埋め立て地で

ある舞洲で地盤沈下を環境影響評価に含めないという

のはとんでもないことだと思う。しっかりと測定を継

続してその影響を監視すべきである。 

・埋立てによる圧密沈下は、本事業における影響

ではないことから地盤沈下については環境影響

評価項目に選定していませんが、パビリオン等

の建設にあたっては、夢洲の地盤の状況を調査

のうえ、適切な工法の検討を行います。なお、

現在、夢洲では地盤沈下状況について定点観測

が行われていますが、本事業の実施にあたって

も継続した観測を行う予定です。 

・大規模な建造物を建設することが、夢洲の地盤沈下を

深刻化させないか。 

・夢洲の地層と地盤強度について不同沈下だけでなく圧

密沈下も含む厳密な評価を求めます。 

・第 3 区(会場予定地)の盛土の種類は、浚渫土砂と建設

残土です。粘性土が中心の場合、地震動が増幅されるた

め地震動で大きな被害が発生するとされています。ま

た、粘性土は圧密沈下するため、高く盛土をしても時間

がたてば沈下し、不同沈下が想定されます。 

・大阪市(港湾局)の見解では、造成は可能といいながら

2025 年時点すなわち万博開業時の地盤強度は「予測で

きない」としているが、これは土地について保証をしな

いということではないか。これでは安全性を担保して

いるとは言えない。 

・また、夢洲 2 区において施工中の夢洲 2 区土地造成工

事(工期 2019.3.22～2034.3.31)の工事契約仕様書によ

ると、施工業者が 2023 年度に会場建設に引き渡すとす

ると、地盤改良部の圧密期間は 1 年間となる。関西国

際空港島の例を見るまでもなく、圧密沈下は 10 年以上

の長期にわたって進行し続けています。 
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表 8.1.1(19) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(8)廃棄物 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・開発から開催、開催後までを含め、循環型社会の先進的

な取り組みに相応しい廃棄物対策の具体的な提示を行

うべき。 

·本方法書では、事業活動が開発・建築並びに撤去時にし

か廃棄物が出ないともとれる定義がされている。また、

その対策についても抽象的で一般的な手法しか述べら

れておらず、具体的な技術や博覧会にふさわしい先進

的な取り組みへの意欲が見られないが、博覧会の開催

期間中に見込まれる来場者や博覧会時の期間労働者等

を含む夢洲滞在者が排出する廃棄物についても考慮す

べき。 

・開催期間中に発生するごみを島外に搬出することによ

る大気汚染、輸送コスト、また処分後の輸送などを考え

ると、島内でのごみの減量、リユース、あるいはごみを

出さず、また洗浄による水質汚染などの回避など、様々

な対策が求められる。 

・事業の実施にあたっては、建築工事、解体工事

だけでなく、開催中に発生する廃棄物について

も環境影響評価を行い、その結果を準備書第 5

章に記載しました。 

・また、廃棄物対策については、3R の徹底による

廃棄物排出量の削減に努める他、国や府市の最

新の施策動向を踏まえた検討を行い、予測、評

価結果も踏まえて、準備書第 5 章に記載しまし

た。 

・夢洲に処分されている廃棄物に関する記載がない。ア

セスメントの方法の妥当性を判断する前提となる情報

であるので、会場となる区画にはどんな種類のものが

処分されているのかを記載すること。 

・グリーンワールドを整備する夢洲１区において

は、廃棄物処分場として、一般廃棄物及び産業

廃棄物（広域処理廃棄物焼却灰含む）が埋め立

てられています。また、パビリオンワールド及

びウォーターワールドを整備する夢洲２区、３

区については、浚渫土砂及び陸上発生残土によ

り埋め立てられています。なお、夢洲１区につ

いては、大阪市により廃棄物処理法に定める最

終処分場の維持管理基準を満たすよう、50cm 以

上の覆土が行われた後に、引き渡される予定で

す。会場整備においては、50cm 以上の覆土を維

持します。 

・開発時のリサイクル素材の利用や建築廃棄物の減衰と

リサイクルやその処理、開催中の残飯等を含む廃棄物

のリサイクルや減衰とその処理、開催後の跡地利用に

おける廃棄物への対応など、時間的な範囲を広く視野

に入れた形で環境アセスメントが行われることを望み

ます。 

・廃棄物について、建設工事中、開催中、開催後

の解体工事を含めた環境影響評価を行い、その

結果を準備書第 5 章に記載しました。 

・建築の設計段階からガイドラインを策定するこ

とで資材のリサイクルを推奨するとともに、工

事の実施にあたっては廃棄物の発生抑制・減量

化、リサイクル等について適切な措置を講じま

す。 

・建築物の部材については、認証や認定を受けた

リサイクル部材や、リユース・リサイクル可能

な部材を活用する等、徹底した３R（Reduce, 

Reuse,Recycle）に努めます。 

・事業活動により生ずる廃棄物については、3R の

徹底等により廃棄物排出量の削減に努めます。 

・東京五輪・パラリンピックにむけて新設された競技場

では、国産木材が使われた一方基礎工事に必要な裏側

では、大量の使いすて木材が消費されたと知りました。

このうち３分の２以上の木材は、熱帯材で、供給地イン

ドネシア東カリマンタン州では、深刻な森林破壊とな

っています。どのような資材をどのように利用するの

か、自然破壊やさまざまな侵害とつながっていないか、

の視点から選択してください。 

・資材の調達については、「国等による環境物品等

の調達の推進等に関する法律（グリーン購入

法）」、「大阪市グリーン調達方針」等に準拠し、

環境負荷の低減に資する物品を優先して調達す

ることを考えています。 

・建築物の部材については、認証や認定を受けた

リサイクル部材や、リユース・リサイクル可能

な 部 材 を 活 用 す る 等 、 徹 底 し た ３ R

（Reduce,Reuse,Recycle）に努めます。 
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表 8.1.1(20) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(9)気象 

住民からの意見 事業者の見解 

 

・「低層建築物のみを整備する計画であり、風害の発生

が想定されない」とありますが、台風などの風害の想

定は必要と感じます。 

・配慮事項の内容の「風害」は、高層建築物等を

建設した場合に起こる局地的な風向風速への影

響を対象にしています。台風等の安全面での影

響は対象外と考えていますが、工事中、開催期

間中において、気象等の天候には十分に注意し

て、甚大な被害の発生が予見される場合は、工

事や開催の休止等適宜、適切に対応します。 

(10)動物・植物 

 ・野鳥の中には建築物の窓ガラスが通過可能であると誤

認して高速度でぶつかり、あるいは空中架線や回転す

る風車の翼に衝突して、死亡あるいは骨折と言った事

態に遭遇するものがある。これは施設が存在すること

自体に起因するものであるから、動物の項目で施設の

存在について影響評価すべき。 

・パビリオン等の建築物の詳細については、今後

計画していくことになりますが、配置の工夫や

可能な範囲でミラー性の少ないガラスを採用す

る等、鳥類の建物への衝突に配慮した計画を検

討します。また、電線の地中化により架空線を

なくす等配慮します。 

・大阪府及び民間団体が公表している調査資料に基づき、

夢洲で既に確認されている種のリストを資料として掲

載すること。大阪府及び民間団体が公表している調査

結果を踏まえて、重要種についてはそれぞれに適した

調査方法を記載すること。 

・既存資料調査は、データの科学的妥当性の観点

から、国または地方公共団体による報告書や有

識者による確認を経た報告書等を基本としまし

た。市民団体等が公表している資料については、

可能な限り現地調査実施前にその内容を確認

し、調査にあたって注意すべき種の見当をつけ

るために使用する等、参考資料としました。 

・既存資料調査及び現地調査の結果については、

準備書第 5 章に記載しました。 

・既存の調査と知見をもとに夢洲の自然環境特性を明ら

かにしたうえで、環境影響調査の項目、調査、予測及び

評価の手法に反映すること。 

・既存資料の情報量が不十分 

①事業予定地周辺に生息生育が予測される動植物リスト

を作成すること。 

②環境省レッドリストや「絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律（種の保存法）」での指定状

況ついての記載が不十分であるため、明記すること。 

③資料が限定的である。NGO などの独自調査を含めて広く

探すこと。 
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表 8.1.1(21) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(10)動物・植物 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・鳥類の調査方法について 

①それぞれの鳥類の生態・行動に適した調査日の設定、既

往調査と比較可能な調査地点・方法とすること。 

②シギ・チドリを調査すること。調査期間・頻度を増やす

こと。 

③貴重種について日周活動を記録して、生息に必要な行

動圏を把握すること。短時間でのポイントセンサスや

ラインセンサスでは、生息に必要な環境の組み合わせ

を把握できない。 

④事業による野鳥への影響調査には、野鳥の専門家を加

えてください。 

⑤年間を通しての生物調査を行うこと。挙動調査・日周活

動調査を行うこと。 

⑥夢洲と南港野鳥園及びその周辺がラムサール条約候補

地として挙げられるレベルの種・個体数等があること

を配慮した調査と対策として検討されるべき。一般的

な単なるルート・ポイント・任意調査では見通しが良い

場所での量的・面的な鳥類の状態を十分に把握できる

ものでは無い。とくに営巣時には、面的な分布を調べ、

繁殖数がどれくらいあるかを調べるべき。繁殖期に鳥

類への影響を最大限少なくした調査方法を採り、場合

によっては新しい調査法を開発すべき。年 5 回の調査

は少ないのでもっと綿密な調査を行うべき。 

⑦ルートセンサス調査における確認範囲が通常の両側各

25m では過少評価となる。開放地～海辺向けの調査方法

を採用するべき。 

・鳥類調査に関しては、既存資料調査を実施する

とともに有識者のヒアリングを行い、その結果

及び現地踏査の結果を踏まえて計画を作成して

います。調査ルート及び調査地点は、夢洲の造

成地や草地等の主要な環境と周辺の海域を広く

視認できる地点に設定し、調査回数は、四季の

調査に加えて鳥類の繁殖期にも設定しました。

調査手法は、一般的なルートセンサス及び定点

調査（ポイントセンサス）に加えて任意観察調

査を実施することにより、夢洲及びその周辺海

域に生息する鳥類相を把握することができたと

考えています。また、現地調査により、希少猛

禽類の繁殖は確認されませんでしたがコアジサ

シの営巣が確認されたため追加の現地調査を行

いました。環境影響評価の結果は準備書第 5 章、

環境の保全及び創造のための措置は第 6 章に記

載しました。 

・「（仮称）舞洲駐車場は図 1.2.7 に示す範囲内の現況が

裸地、草地または舗装地の箇所を候補に数か所に設置

する計画である。」のであれば、これらの土地には春の

繁殖期にヒバリなどが営巣している可能性があり、あ

らかじめ調査する必要があるのではないか。 

・春の繁殖期においても鳥類の調査を実施し、そ

の結果を準備書第 5 章に記載しました。 

・動物調査に自動カメラ調査を含めるべき。 ・哺乳類調査は、フィールドサイン調査により調

査範囲の造成地、草地および人工的な環境を四

季ごとに広く調査することに加え、小型哺乳類

を対象としたトラップ調査を広い範囲で実施す

ることにより、調査範囲に生息する哺乳類を把

握することができたと考えています。調査結果

は、準備書第 5 章に記載しました。 

・両生・は虫類は 2 月～３月初旬ごろが適期と思われる

卵塊調査もすべき。 

・調査範囲には草地等が存在しますが、周囲を海

域に囲まれ、大部分が人工構造物や造成地であ

り、希少な両生類や爬虫類の繁殖に適した清流

や里山の様な環境は存在しないため、早春の調

査は実施せず、春季、夏季及び秋季に調査を実

施しました。 

・対象生物に適した調査日を設定すること。 ・現地調査にあたっては、既存資料調査により生

息可能性がある重要種を想定した上で、各生物

種の生息状況の確認に適した手法、時期を設定

して実施しました。調査日及び調査結果は準備

書第 5 章に記載しました。 
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表 8.1.1(22) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(10)動物・植物 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・哺乳類の調査方法にコウモリを対象とした夜間のバッ

ドディテクター等による調査を行うこと。 

・事業計画地及びその周辺にコウモリ類が飛来す

る可能性はあると考えられますが、夢洲や舞洲

は大部分が造成地や開発された人工的な土地で

あり、貴重なコウモリ類がまとまって生息する

洞穴等は存在しません。このため、現地調査は

実施せず既存資料調査による確認を実施しまし

た。その結果、都市域でも多く見られるアブラ

コウモリが確認されました。 

・海域動物としてスナメリを調査すること。 ・方法書時点では排水処理施設を設置し、公共用

水域へ排水を放流する計画でしたが、事業計画

の進捗により、排水は公共下水道に放流する計

画となりました。 

・海域動植物や水質の現地調査を実施する際に周

辺海域を観察しましたがスナメリは確認されま

せんでした。 

・本事業においては、海域における工事作業は予

定しておらず、陸上における建設機械が海域へ

与える影響は小さいと考えていますが、可能な

限り低騒音、低振動の建設機械を採用する等配

慮します。 

・海域動物の調査地点及び範囲が夢洲周辺海域 3 地点で

あるが、調査地点を増やすべきではないでしょうか。西

側のみではなく北側、南側も行うべきではないでしょ

うか。 

・方法書時点では排水処理施設を設置し、公共用

水域へ排水を放流する計画でしたが、事業計画

の進捗により、排水は公共下水道に放流する計

画となったため、調査地点は方法書で選定した

3 地点としました。 

・群落タイプ数に合わせた調査をすべき。現存する群落

の種類だけでも５～６タイプ程度では到底済まないと

考えられるから、現地の状況を調べた上でコドラート

数を設定すべき。 

・植生調査地点は、方法書には現地踏査の結果を

踏まえて示しましたが、現地調査において改め

て植物群落の分布状況を確認し、夢洲で 29 地

点、舞洲で 33 地点のコドラートを設定して調査

しました。 

・工事の進展とともに生物生息域が変化するため、工事

中の予測においては建設中と解体中でそれぞれ別々に

行うべきである。 

・大阪市環境影響評価技術指針では、「対象事業等

に係る工事の施工中の代表的な時期」及び「対

象事業等に係る工事の完了後の適切な時期」に

予測することとなっています。本事業では、裸

地及び一部に草地が残る状態から実施する建設

工事と比較して、解体工事による陸域生態系へ

の影響は比較的小さいと考えられるため、主に

建設工事中を対象に予測しました。予測結果は、

準備書第 5 章に記載しました。 

・「事業計画地周辺における陸域動物、海域動物の生育・

生息環境の創出に配慮していること。」とあるが、どこ

で実施するか明記すること。コアジサシはじめ、絶滅の

恐れのある種については、具体的な種ごとに、影響を及

ぼさない方法を明記すること。 

・本事業による影響については、既存資料調査、

現地調査結果及び事業計画を踏まえ、現地調査

で確認された重要な種に対する予測結果を準備

書第 5 章に、環境の保全及び創造のための措置

を第 6 章に記載しました。 

・絶滅危惧種については、その繁殖時期の工事は中止す

るなど具体的に検討、記述してください。 

・「事業計画地周辺における陸域動物、海域動物の生育・

生息環境の創出に配慮していること。」とはいわゆるミ

ティゲーションを実施することであると理解してよい

か。もし実施するなら具体的にはどこが考えられるか。 
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表 8.1.1(23) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(10)動物・植物 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・従来、動物については多くのアセスメントで「周辺の生

息可能な場所に逃避可能であるため影響は無いと考え

られる。」という評価がなされてきたが、ここ大阪湾内

に置いてそのような生息可能地(代替地)はほとんど無

いと考えられる。具体的に高確率で移動可能であるこ

とが想定される場所が特定できないかぎり、このよう

ないい加減な評価は厳に慎むべき。 

（見解は前頁） 

・野鳥がいなくなってから、アセスメントをしても値打

ちがありません。野鳥の生息に障害となる工事は一時

中止し、まず生息実態調査をするべき。 

・本事業による影響については、現地調査で確認

された重要な種に対する予測結果を準備書第 5

章に、環境の保全及び創造のための措置を第 6

章に記載しました。 

・なお、夢洲の埋立は、大阪市が、瀬戸内海環境

保全特別措置法第 13 条第 1 項の規定に基づき、

公有水面埋立法により埋立免許を取得した上で

実施されています。また、公有水面埋立法に基

づき、海面の埋立工事に伴う地形の変化及び土

地利用による環境への影響について環境影響評

価が実施されています。なお、大阪市による万

博会場予定地の土地造成工事に際しては、「コア

ジサシ繁殖地の保全・配慮指針（H26,環境省自

然環境局野生生物課）に基づき、コアジサシの

繁殖コロニーが形成されていないことを確認の

上で工事が行われるとともに、事例を参考に保

全、配慮の対応が計画されています。 

・夢洲は「大阪府レッドリスト 2014」において生物多様

性ホットスポット A ランクに指定されている。 

「自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止

し…緊急かつ意味のある対策を講じる。（ターゲット

15.5）」と矛盾しないか、説明すべき。 

・「埋立地を活用することによる自然への負荷が少ない」

と記されているにも拘らず「大阪府レッドリスト 2014」

での「生物多様性ホットスポットの A ランク」である

事を認識しているのは矛盾ではないか。現実、すでに急

速な埋め立て造成により自然への多大な負荷が確認さ

れている。それに対する検討項目や数値、専門家の所見

提示による回答を求む。 

・「事業計画地周辺における〇〇の生育環境に著しい影響

を及ぼさないこと。」と書かれているが、これは事業計

画地における著しい影響はあるが許容するという意味

か。「周辺」とはどの範囲をいうのか。これを明記すべ

きではないか。 

・方法書においては、大阪市環境影響評価技術指

針に従い「事業計画地周辺」と記載しています

が、事業計画地を含めて評価を行います。準備

書では、「会場予定地、（仮称）舞洲駐車場予定

地及びその周辺」等の記載に修正しました。 

・「表 4.4.4(2) 評価の観点」には「法令を遵守するとと

もに、国、大阪府及び大阪市の自然環境に関する計画又

は方針に定める目標の達成と維持に支障を及ぼさない

こと。」とあるが、環境影響評価報告書には、具体的な

法令名や目標名が書かれておらず、表記が十分とは言

えない。生物多様性条約と戦略計画、生物多様性基本法

と生物多様性国家戦略、大阪市生物多様性戦略、愛知目

標等の条約、法制度、目標について具体的に記載し、こ

れらに従い生物多様性の保全を法制度に従い履行する

ことを環境影響評価方法書に明記すべき。 

・評価にあたっては、関係する法令や計画、制度

を踏まえ実施しました。 

・調査により確認された種について、「絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保存に関する法律」

「環境省レッドリスト 2020」「大阪府レッドリ

スト 2014」等を基に希少種の選定を行うととも

に、調査地域の生態系の構造等を解析して生態

系を代表する種の選定を行い、影響を予測、評

価し、その結果を準備書第 5 章に記載しました。 

・地象・水象について、貴重な生態系に影響を与えること

から選定すべき。 

・大阪市環境影響評価指針において、地象は地形、

地質が、水象は潮流や潮汐等が対象とされてい

ます。本事業では大規模な土地の改変や潮流等

に影響を与えるような行為は行わないことから

環境影響評価項目として選定していません。生

物の生息環境への影響については、動物、植物、

生態系の項目において評価し、その結果を準備

書第 5 章に記載しました。 

(11)景観 

 ・３Ｄ-ＶＲシミュレーターを使って、施設計画の熟度に

合わせて、任意の場所から景観評価ができるようにす

ること。 

・景観の予測、評価にあたっては、現況の写真に

将来の建物計画を合成したフォトモンタージュ

の作成により、視覚的に予測することで影響の

有無を判断できると考えています。この手法は

環境影響評価では一般的に使われている手法と

なります。フォトモンタージュによる景観の予

測結果は、準備書第 5 章に記載しました。 
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表 8.1.1(24) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

(12)自然とのふれあい活動の場 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・自然とのふれあい活動の場について項目を設け、釣り

人の動向を把握すること。 

・自然とのふれあい活動の場に係る調査地点につ

いては、方法書における大阪市環境影響評価専

門員会により問題ないとされています。 

・各地点の利用状況についても調査し準備書第 5

章に記載しました。 

・自然とのふれあい活動の場に土地の改変・解体を選定

すること。周辺海域では釣り人に利用されている。建設

工事中の排水による濁りの影響が考えられることから

環境影響評価項目として選定すべき。 

・本事業では、不特定多数の方が自然とふれあう

ことのできる場所の改変は行わないため、自然

とのふれあい活動の場として「土地の改変・解

体」を項目選定していません。ただし、（仮称）

舞洲駐車場予定地については、土地の改変が考

えられたため、項目選定しましたが、検討の結

果改変は行いません。なお、工事中の排水によ

る濁りの影響は水質の環境影響評価項目として

選定しており、調査、予測及び評価の結果を準

備書第 5 章に記載しました。 

4-3.評価方法 

 ・「環境への影響を最小限にとどめるよう、環境保全につ

いて配慮されていること。」と書かれているが、環境へ

の影響を”最小限にする"とはすなわち工事を一切行わ

ないこと以外にはない。「環境への影響をなるべく少な

くする」というのが正しい表現ではないか。 

・評価については、「影響はない」と抽象的に記述するの

ではなく、「影響はあるが、〇〇なので問題ない」と数

量的に記述してください。 

・大阪市環境影響評価技術指針に則り、環境保全

の目標として、「環境への影響を最小限にとどめ

るよう、環境保全について配慮されているこ

と。」を設定しています。予測、評価結果につい

ては準備書第 5 章に記載しました。 

・会場地までの交通アクセスについては、建設中だけで

なく事業開催中も多くの利用が想定される。また、開発

時から開催、開催後に至って交通利用がどのように変

化・推移するかを見極めた総合的な環境評価を求めま

す。 

・大気質、騒音、振動等の環境影響評価にあたっ

ては、建設、解体工事に係る工事関連車両やシ

ャトルバスによる道路交通量の増加も含めて予

測、評価しており、その結果を準備書第 5 章に

記載しました。なお、自動車交通による環境影

響を低減するため、自家用車による来場者につ

いては、原則、パークアンドライドとし周辺交

通量の増加を極力抑えます。また、（仮称）舞洲

駐車場予定地を利用する来場者の車両の走行に

ついては、ICT 等の技術活用により高速道路利

用を誘導すること等を検討していきます。 
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表 8.1.1(25) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

5.環境保全及び創造の考え方 

住民からの意見 事業者の見解 

 ・現在でもコンテナ輸送車両で、週末・週初めの渋滞が懸

念されている中、工事期間中及び万博開催中の大渋滞

が物流経済に与える影響は大問題であり根本的な調

査、対策が必須と考え、この対策、方針を明記すべきこ

と。 

・自家用車による来場者については、原則、パー

クアンドライドとし周辺交通量の増加を極力抑

えます。また、（仮称）舞洲駐車場予定地を利用

する来場者の車両の走行については、ICT 等の

技術活用により高速道路利用を誘導すること等

を検討していきます。 

・交通アクセスについて、現在の物流アクセスに開発時

の建築土木で見込まれる交通量とそれに伴う大気汚

染、開催時における観客と会場に必要な物流等を含め

た時系列的な交通アクセスの予測と評価を実施するこ

と。 

・大気質、騒音、振動については工事期間と施設

供用期間のそれぞれについて予測、評価の対象

として、交通量、大気質、騒音の現地調査によ

って現状を把握し、バックグラウンド値へ反映

させた上で本事業に伴う影響について予測、評

価を実施しました。環境影響評価の結果は、準

備書第 5 章に記載しました。 

・動物・植物への配慮について、「現況の生物の生息状況

の把握に努め、必要に応じて生息環境に及ぼす影響を

低減するよう配慮する。」とは具体的にどのようなこと

か。また、生息環境に及ぼす影響を低減するのはいいこ

とだが、生息そのものに対する影響は低減してもらえ

ないのか。 

・動物、植物、生態系への配慮については、既存

資料調査及び現地調査の結果を踏まえて対応を

検討しました。 

・予測及び評価は、現地調査で確認された貴重な

動物、植物を対象としており、その内容につい

ては、準備書第 5 章に記載しました。 

・動物、植物、生態系について、現況の生物の生息状況の

把握に努め、必要に応じて生息環境に及ぼす影響を低

減するよう配慮するとあるが、河口域特有の自然の保

全は、これまでの自然破壊に対する責務であり、自然と

の共生を盛り込むべき。 

・開放水域及び浅い水辺を工事期間、大会期間、その後の

活動期を通じて生き物の生息場所として確保し、万博

および IR を大阪湾の生物多様性創出の一助の機会と

し、その後の環境共存型万博のモデルケースとなるよ

う務めること。 

・一時的に生まれた環境に新たに発見された生物たちを

奇価として、生物多様性資源として活かし、環境共存型

万博としてグリーンツーリズムの振興を図ること。 

・緑地において、人間のための樹林帯は最小限とし、ヨシ

原や自然草地などの生態系復元により寄与の大きいも

のとして確保していただきたい。 

・陸域動物、植物及び生態系の環境影響評価結果

は準備書第 5 章に記載しました。 

・夢洲の価値は高く南港野鳥園と相補的に機能する自然

環境として維持できることを望みたい。 
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表 8.1.1(26) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

本事業に係る環境の保全及び創造の見地以外の意見 

・会場計画のトイレは、ジェンダーフリーの誰もが自由につかえるトイレも必要と感じます。 

○ 夢洲を、本来の目的である廃棄物処分場として、活用し続けられるようにするべき。そして埋立て完了した土地は

災害廃棄物などの緊急対応用地として温存すべき。 

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・夢洲計画の担当局では、仮に万博が開催されたとしても、終了後は、元の最終処分場として再開するとされており、

大いに評価この考えを市全部局で共有してほしい。 

・大阪市域で発生する膨大な災害廃棄物の処理場として夢洲は有益。 

・現在工事を急いでいる万博・IR 等の開発工事は、主客転倒。夢洲の有効活用とは、最終処分が終了した段階で検討

されるべき。 

・大阪市民が今後、10～20 年使えるごみの最終処分地に、税金を使って購入した土砂で埋め立てる理由および、新島

フェニックスとの関係を説明ください。 

・夢洲を処分地として延命化を図るべき。 

・建設残土・浚渫土砂の廃棄場所の代替場所はどうなるのでしょうか。新たな埋め立て地や陸上の代替場所について

も、それらの候補を決めて、同時に環境アセスをする必要がある。 

・「会場予定地がある夢洲の西側の一部は大阪市の最終処分場として、ごみ焼却灰等を受け入れており、受入最終年度

は 2025 年度である。」「大阪湾フェニックス計画に参入し」とあります。このような本来の目的から外れる大きな変

更に異議あり。変更の計画について、さらに詳しく明らかにしてください。 

・夢洲は高水準のコンテナ物流拠点として活動中です（東側）。西側の廃棄物処分場も同じです。それぞれの本来の役

割は今後どのような影響をうけるのか。 

・大規模災害等に対し、仮置き場および最終処分地の重要性からも、夢洲を開発して良いのか。「近畿ブロック大規模

災害廃棄物対策行動計画」への影響はないか。 

・南海トラフ地震で想定される津波に対する護岸の安全性、また、埋め立て土壌における化学物質の安全性について、

調べてください。 

・大阪湾の夢洲は南海トラフ巨大地震による津波、スーパー台風による高潮などの災害が懸念されている。万博の性

格や事業計画とも関連して、こうした災害リスクに関わる影響評価項目も加えるべき 

※複数の同様の意見あり。 

・液状化指数 15 以上の夢洲における液状化に対する安全性の検証を求める。 

※複数の同様の意見あり。 

○巨大地震に対して避難対策を明らかにする必要がある。 

 

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・一昨年末に中央防災会議で決定されたことが、大阪府、大阪市では、その対策方針は、まだ出ていないが、この万

博については海外から多数の顧客が来るので、特別に検討すべき。 

・自然災害また、火災や急病発生などの対応についても、専門家の協力をえて方法書をつくりなおし、計画中、開催

中、開催後も検証し、記録に残し教訓とすることが必要です。 

・滞在者およびビジターの安全確保と言う立地条件を満たすことが出来ない事になれば世界中から批判を受けること

は必至。 

・咲洲エリアにはリザーブ用地が残っており、夢洲を埋め立てる膨大な予算と時間また自然災害による人命の大切さ

を危険から避けるためにも咲洲エリアが万博予定地としてふさわしいと考える。 

・「周辺地域の気象に影響を及ぼすような大規模建造物」はないものの、海上都市であることから、暴風雨や高潮、津

波などの周辺からの影響を把握できるようにしておくこと。 

・夢洲、舞洲には学校、病院はない、とあります。急病、事故等にそなえた医療施設への搬送確保は重要です。地図

上（P30）で近い、大阪みなと中央病院、さらに離れた多根第二病院は、ふだん近隣住民でいっぱいの状況ではない

のでしょうか。救急体制は確保できるのでしょうか。地図上だけでない準備が必要ではないでしょうか。 

・夢舞大橋は浮体橋なので工事車両の通行量には制限があると思われるが、工事からの必要交通量を通過可能なのか。 

・今回の国際博覧会でも、さまざまな電子機器を利用されるでしょうが、紛争地のものは選ばないという選択をおこ

なってくださるよう、おねがいします。 

・環境影響評価方法書に関する意見の縦覧は、なぜ、６地区のみだったのでしょうか。どの区でも縦覧できて、市民

が多様な意見をつたえられる工夫をしてほしい。市長、知事は、意見募集をおこなっていることをもっとアピール

する必要を感じます。 

・万博関連の環境影響評価は、IR の環境影響評価と一体で進め審理されること。 

・鳥類の専門家を臨時であれ環境影響評価専門委員会に加えること。 
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表 8.1.1(27) 方法書に関する住民からの意見とこれに対する事業者の見解 

本事業に係る環境の保全及び創造の見地以外の意見 

○ 海面埋立にあたっての環境保全への配慮 

※複数意見あり。各意見の要点や理由等は以下のとおり。 

・「瀬戸内海環境保全特別措置法」、「公有水面埋立法」の規制により環境保全を行うとする海面埋め立ての原則に反し

ている。 

・「瀬戸内海環境保全基本計画」「瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画」にある通り、「海面の埋立てに当たって

は、環境保全に十分配慮することとし、環境影響を回避・低減するための措置が講ぜられていること」「特に藻場・

干潟等は、一般に生物多様性・生物生産性が高く、底生生物や魚介類の生息・生育・海水浄化等において重要な場

であることを考慮するものとする。」とあります。これらに対し実施する措置を回答ください。 

・北港テクノポート線延伸工事と夢洲駅建設の安全性についての検証を求めます。 

・開催地、大阪市での見過ごせない諸問題 

①人権博物館の存在が危ぶまれていることなど。 

②朝鮮学校の無償化対象除外 

③障がい児童、外国ルーツの子へのサポート不十分。学校現場での日の丸・君が代の強制。 

④大阪市の廃止 

・万博の隣接地でカジノを含む IR が計画されていることを博覧会協会は認めるのか。さらに大阪府・市は、万博の跡

地を IR カジノの拡大を目論んでいる。このような計画を認めることは、明らかに SDGs に反すると思う。 

・大阪府知事・大阪市長が「万博とカジノはセット」と度々明言されています。SDGs と IR カジノは矛盾しないか。考

え方、立ち位置をしっかりと説明すべき。 

・そもそも、夢洲で IR を誘致する上で万博を開催することになったのだから、方法書の開催場所選定経過の記述は誤

りである。 
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 市長意見及びこれに対する事業者の見解 

大阪市環境影響評価条例第 10条第 1項の規定に基づく、2025年日本国際博覧会環境影響評

価方法書に関する市長意見とこれに対する事業者の見解は、表 8.1.2(1)、(2)に示すとおりで

ある。 

 

表 8.1.2(1) 方法書に関する市長意見とこれに対する事業者の見解 

市長意見 左の意見に対する事業者の見解 

全般的事項 

1 事業計画について 

本事業は、国連が掲げる持続可能な開発目標

（SDGs）が達成される社会をめざしていることか

ら、事業計画の検討にあたっては、その個別目標

の達成に向けた具体的な取組内容を明らかにす

ること。 

大阪・関西万博では開催の意義の 1 つとして、「SDGs 達

成・SDGs+beyond への飛躍の機会」を掲げており、公式参加

者に対しては、サブテーマである３つの Lives（Saving 

Lives, Empowering Lives, Connecting Lives）から 1 つ以

上を選択するとともに、SDGsの掲げる 17 の目標のいずれか

1 つ以上に取り組むことを求めることとしています。 

また、大阪・関西万博の開催前から大阪・関西万博のテー

マである「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現し、SDGs

の達成に貢献するため、多様な参加者が主体となり、理想と 

したい未来社会を共に創り上げていくことを目指す「TEAM 

EXPO 2025」プログラムを推進します。 

なお、環境や社会への影響を適切に管理できるよう、

ISO20121 への適合を視野に入れて、イベントの持続可能性

を管理するシステム（Event Sustainability Management 

System, ESMS）の導入を検討しています。 

2 交通計画について 

開催期間中には、自動車交通量の増加による環

境影響が懸念されることから、ICT の活用による

移動の最適化や他の交通機関の拡充等により、そ

の影響を可能な限り低減すること。 

大阪・関西万博の想定来場者数 2,820 万人の円滑な来場

を実現するために、鉄道・道路・海路・空路等の既存交通イ

ンフラを最大限活用したアクセスルートを計画していま

す。 

各アクセスルートのバランスのとれた利用を図るため、

ICT を活用し、 適切なルートや混雑状況等の情報を提供し

ます。また、（仮称）舞洲駐車場の利用については原則事前

予約制を導入します。 

さらに、関係機関・事業者等と連携して、大阪府内の企業

へ時差出勤やテレワーク活用の呼びかけ等によりピーク時

間帯の交通負荷の軽減を図るとともに、大阪メトロ中央線

の輸送力増強、鉄道やシャトルバスの乗換利便性向上によ

り混雑の抑制に努めます。 

水質・底質 

排水による影響は、恒流等の流れにより放流口

から南側に及ぶことが想定されることから、当該

海域における流向・流速について、既存資料の収

集に努めるとともに、必要に応じて現地調査を追

加で実施するなど予測精度の向上を図ること。 

 夢洲周辺海域の流向・流速の把握に際しては、当該海域の

流況の特性を把握して精度の向上を図るため、既存資料を

参考にするとともに、現地調査地点は方法書に記載した 2地

点に加えて南側に 1 地点を追加しました。水質に関する調

査、予測及び評価の結果は準備書第 5 章に記載しました。 
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表 8.1.2(2) 方法書に関する市長意見とこれに対する事業者の見解 

市長意見 左の意見に対する事業者の見解 

廃棄物・残土 

開催期間中には多くの来場者が見込まれるこ

と、撤去を前提とした事業であることから、建設

から開催中、解体・撤去に至るまでのライフサイ

クル全体における廃棄物の削減について、過去の

博覧会を上回る目標を定め、最新技術の導入等に

よる先進的な取組を検討すること。 

大阪・関西万博では、建築の設計段階からガイドラインを

策定することで資材のリサイクルを推奨するとともに、工

事の実施にあたっては廃棄物の発生抑制・減量化、リサイク

ル等について適切な措置を講じます。また、会期中に発生す 

る廃棄物について、営業施設等での簡易包装や再生可能包

装材の使用、来場者へのマイバッグ利用の呼びかけ、可能な

限りの分別の推進等により３Ｒの促進を図ることとしてい

ます。 

準備書では、建設から開催中、解体・撤去に至るまでのラ

イフサイクル全体における廃棄物の発生量・処分量を可能

な限り削減できるよう予測評価を行い、その内容を第 5 章

及び第 6 章に記載しました。なお、今後、導入を検討してい

る ESMS（持続可能性管理システム）の中で、削減目標を具

体化していきます。 

また、協会では 2021 年 1 月に外部有識者で構成する「未

来社会における環境エネルギー検討委員会」を設置し、大

阪・関西万博で発信していくべき未来社会における環境エ

ネルギーの姿や、本万博において実証・実装を進めていくべ

き技術について検討を行っており、2021 年 6 月に、中間取

りまとめ「EXPO 2025 グリーンビジョン」を公表しました。

本ビジョンでは「４．核となる技術等の候補」として、食品

残さ等からのバイオガス製造技術や生分解性容器のリサイ

クル及びバイオエタノール製造技術を挙げています。これ

らについては、今後の情勢の変化や、国や大阪府市をはじめ

とする自治体の方針を見定めながら、会場内外での実証・実

装プロジェクトの具体化に向けて検討を行っていきます。 

地球環境 

気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）

における議論や、万博が地球規模の課題に取り組

むために世界各地から英知が集まる場であるこ

とを見据え、これまでの延長線上にない革新的技

術の結集による脱炭素社会の具体像を会場整備

の段階から定め、準備書で明らかにすること。 

 大阪・関西万博における現時点の主な対策としては、建築

環境総合性能評価を導入し、仮設建築物であるパビリオン

についても、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や

エネルギー使用の合理化により環境配慮を行った建築物と

することについて検討を進めています。会場内の熱源設備

については、地域熱供給を採用し、エネルギーの効率的な利

用を行う計画です。また、会場全体のエネルギー消費は効率

的に管理できるように検討を進めています。 

また、協会では 2021 年 1 月に外部有識者で構成する「未

来社会における環境エネルギー検討委員会」を設置し、大

阪・関西万博で発信していくべき未来社会における環境エ

ネルギーの姿や、本万博において実証・実装を進めていくべ

き技術について検討を行っており、2021 年 6 月に、中間取

りまとめ「EXPO 2025 グリーンビジョン」を公表しました。

本ビジョンでは「４．核となる技術等の候補」として、水素

エネルギー等、帯水層蓄熱などの再生可能エネルギー、CO2
回収・利用等の各分野に関する技術を挙げています。これら

については今後の情勢の変化や、国や大阪府市をはじめと

する自治体の方針を見定めながら、会場内外での実証・実装

プロジェクトの具体化に向けて検討を行っていきます。 

景観 

事業計画地である夢洲は、大阪市の景観形成方

針に掲げるウォーターフロント景観の形成にお

いて重要であることから、調査地点の選定にあた

っては、船上から夢洲を眺望した際に、景観への

影響が最も大きくなる海上の地点を追加するこ

と。 

 方法書における景観の調査及び予測地点は、陸上の 4 地

点としていましたが、クルーズ船からの景観として 1 地点、

フェリー航路からの景観として 1 地点、大阪市景観読本に

おけるベイエリアの主要な視点場として示されるダイヤモ

ンドポイントからの景観として 1 地点の計 3 地点を追加し

て、調査、予測及び評価し、その結果は準備書第 5 章に記載

しました。 
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